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相模原市立東林ふれあいセンターの概要 

 

１ 沿革 

平成２１年４月 開設 

 

２ 設置目的 

市民の健康の保持及び増進並びに高齢者の福祉の向上に寄与するため。 

 

３ 所在地 

相模原市南区東林間１－２２－１７ 

 

４ 施設内容 

ふれあい交流室、交流ロビー、多目的室、工作室、会議室、陶芸窯室、団らん室、機能

回復コーナー 

 

５ 利用時間 

午前９時から午後１０時まで 

 

６ 休所日 

・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

・毎月第２月曜日（祝日の場合はその翌日。設備保守のため、指定管理者により設定。） 

 

７ 利用料金 

（１）現在の利用料金 

※団体による専用利用について、老人クラブ及び高齢者団体は 50％減免 

施設名（定員等） 
午前 午後 夜間 全日 

9～12 時 13～17 時 18～22 時 9～22 時 

ふれあい交流室１(48 人) 
個人利用（無料） 

2,300 円  

ふれあい交流室２(28 人) 1,400 円  

交流ロビー(155 ㎡) 個人利用（無料・22時まで）  

多目的室１(36 人) 1,000 円 1,200 円 1,200 円 3,400 円 

多目的室２(36 人) 1,000 円 1,200 円 1,200 円 3,400 円 

多目的室３(61 人) 1,300 円 1,600 円 1,600 円 4,500 円 

工作室(36 人) 1,100 円 1,400 円 1,400 円 3,900 円 

会議室(18 人) 500 円 550 円 550 円 1,600 円 

陶芸窯室(1基) 焼成１時間につき 300 円 

団らん室(24 人) 個人利用（無料） 950 円   

機能回復コーナー(12 ㎡) 個人利用（無料・18時まで）     

参考資料１ 
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（２）相模原市立ふれあいセンター条例上の利用料金（令和５年１０月１日施行） 

施設名（定員等） 単位 利用料金 

ふれあい交流室１(48 人) 
夜間（18～22 時） 

2,900 円 

ふれあい交流室２(28 人) 1,800 円 

多目的室１(36 人) 

全日（9～22 時） 

4,400 円 

多目的室２(36 人) 4,400 円 

多目的室３(61 人) 5,800 円 

工作室(36 人) 5,000 円 

会議室(18 人) 2,000 円 

陶芸窯室(1基) 焼成１時間につき 300 円 

団らん室(24 人) 夜間（18～22 時） 1,200 円  

 

８ 利用状況 

年度 
令和 4年度 

（開所日数：356 日） 

令和 5年度 

（開所日数：348 日） 

令和 6年度 

（開所日数：347 日） 

ふれあい交流室 6,618 人 10,939 人 12,337 人 

多目的室 11,785 人 16,612 人 17,853 人 

工作室 2,200 人 2,317 人 2,428 人 

会議室 1,516 人 2,105 人 2,568 人 

陶芸窯室 876 人 745 人 679 人 

団らん室 841 人 1,540 人 2,083 人 

機能回復コーナー 8,821 人 13,587 人 12,235 人 

合計 32,657 人 47,845 人 50,183 人 

 

９ 指定管理者 

ヤオキン商事（令和４年度～令和８年度） 

（参考：過去の指定管理者） 

平成２９年度～令和３年度  公益財団法人相模原市まち・みどり公社 

平成２４年度～平成２８年度 公益財団法人相模原市都市整備公社 

平成２１年度～平成２３年度 公益財団法人相模原市都市整備公社 
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１０ 指定管理料（単位：千円） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

指定管理料 37,500 37,500 37,258 37,202 37,136 

うち修繕費 360 360 360 360 360 

うち光熱水費 3,958 3,958 3,958 3,958 3,958 

※「受益者負担の在り方の基本方針」に基づく利用料金の改定を受け、令和５年度に、

令和６年度以降の指定管理料を変更しました。 
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【参考】施設見取り図

 

相模原市立老人福祉センター若竹園の概要 

 

 


